
指

　

令

　

第 ４６

　

号

一般廃棄物処理業許可証

住

　

所

　

宇部市大字上宇部２８４２番地３０

氏

　

名

　　　

株式会社 アースクリエイティブ

代表取締役 栗原

　

和実

　

令和５年８月１０日 付けで申請のあった一般廃棄物処理業については、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律第７条第１項の規定により、下記のとおり許可する。

令和

　

５

　

年

　

８

　

月

　

１６

　

日

山陽小野田市長

　

藤

　

田

　

剛

記

ｌ

　　

取扱廃棄物の種類

　　　　　　　

一般廃棄物

　

（し尿及び浄化槽汚泥を除く）

２

　　

収集．運搬」処分の別

　　　　　　

収集・運搬

３

　　

許可する区域

　　　　　　　　　　

山陽小野田市内

４

　　

許可の期間

　　　　　　

（目）

　　

令 和 ５年８月 ２４ 日

（至）

　　

令 和 ７年８月 ２３日

５

　　

事業の用に供する施設の状況 収集運搬車両

　

１５

　

台

　

許可条件

（１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守すること。
（２）山陽小野田市の分別基準に従い可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみの分別を徹

　

底すること。

（３）収集運搬車両については収集物の飛散落下防止措置を講ずること。
（４）事業内容の変更等必要事項が生じたときは１０日以内に報告すること。
（５）本市環境衛生センターに持込める事業系一般廃棄物は、紙類、木草類、天然

　

繊維くず、厨芥類、厨芥類等との分離が困難なビニール又はプラスチック容器等

　

の混合ごみのみとします。

６

（６）搬入管理票の排出元やごみの種別については、適正に記載すること。
（７）任意に展開検査を行うので、産業廃棄物や市外の廃棄物の搬入をおこなわない

　

こと。また、再資源化できる紙ごみを可燃ごみとして搬入しないこと。

（８）法定記載事項を満たした帳簿を管理し、毎年閉鎖し、５年間保存すること。


